
第５章 空家等対策の推進体制 

 

１ 体制の整備 

（１）相談窓口の体制 

市民から空家等に対する苦情や所有者等からの利活用に関する相談などに迅速に対応する

ため、関係各課の連携を含めた体制の整備が必要になります。市では、市民の分かりやすい

包括的かつ体系的な体制の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿沼市空家等対策 実施体制のイメージ図① 

苦 情 

相 談 
市 民 等 利活用希望者 

 

鹿沼市相談受付窓口：建築課空き家対策係 

■空家等に関する各種調査・ﾃﾞｰﾀ取集・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化 

連携 

■ 情報の収取・提供・共有化 

■ 対策に関する協議・調整  

危機管理課 まちづくり戦略課 行政経営課 

税 務 課 高齢福祉課 産業振興課 

環 境 課 維 持 課 地域活動支援課 

建築指導課 予 防 課 ほか庁内関係課 

・自治会 

・宅地建物取

引業協会 

・不動産業者 

ほか 
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（２）庁内の協力関係部課等 

 空家等対策においては、関係法令が多岐にわたるとともに、対応のあり方も状況によって

異なるため、前記（１）相談窓口の体制の整備とあわせ、その連携を持続的に行うことがで

きるよう、役割分担と担当所管の明確化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実施体制のイメージ図における所管は、令和３年４月１日時点のものです。 

鹿沼市空家等対策 実施体制のイメージ図② 

案  件 

防災上の危険な 

空家等 

老朽化による屋根や壁などの建築部材の落

下や飛散、倒壊等のおそれもしくは発生等 

主な所管課 

建 築 課 

建築指導課 他 

防犯上の危険な 

空家等 

不法侵入や放火による犯罪のおそれもしく

は発生等（防犯） 
建 築 課 

防火上の危険な 

空家等 

不法侵入や放火による犯罪のおそれもしく

は発生等（防火） 

 

建 築 課 

予 防 課 

敷地の管理等 不法投棄、雑草・樹木等の繁茂の発生等 
建 築 課 

環 境 課 

空家等の利活用 空家等の利活用（空き家バンク） 
まちづくり戦略課 

建  築   課 

空き店舗等の 

利活用 
空き店舗等の利活用 

産業振興課 

建 築 課 

固定資産税の賦課 
空家等の固定資産税・都市計画税の賦課、

相続 
税 務 課 
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（３）空家等に関するデータベースの整備 

 空家等に関する正確な情報を共有し、空家等の対策を効率的に推進するため、空家等のデ

ータベースの整備として、令和元年度に空家管理情報システムを導入しました。 

 

（４）専門家、民間事業者との連携 

 民間事業者や専門家で組織する各種関係団体との連携に加え、市場での流通促進を図るた

め、個々の事業者が取組みに参画しやすい環境を整備するなど、関係機関との連携を進めて

います。 

 

 

     

       相談                                         

                               流通 

                助言等  

                    連 携 

                     

 

 

２ 進捗管理と検証 

 計画は、その策定過程が重要であると同時に、着実に進めていくことが重要であることか

ら、計画の進捗管理と事業を検証し、適宜見直しを行います。そのための体制を確実に整備

し、計画の実現に努めます。 

 

（１）空家等対策審議会の役割 

 条例第６条に基づき、鹿沼市空家等対策審議会において、公正・中立な立場で具体的な事

業等の取組状況を検証します。 

 

（２）緊急応急措置 

 空家等が危険となることが切迫し、かつ、当該空家等の所有者等が判明しないときは、危

険な状態となることを防止するため、条例に基づき、市は必要最低限の措置を講じます。 

市 
民間事業者 

専門家 

市民、空家等所有者 

空家バンク 


